
1条例に対する「申し入れ書」を提出

g
 

硯
在
13
都
府
票
で
制
定
し
て
い
る
「
人
権
条
例
」
を
愛
知
隈
で
も
制
定
す
る
こ
と
を
検
討
す
る

動
き
が
出
て
き
て
い
ま

g
。
県
騎
会
で
も
大
村
秀
章
知
事
が
一
不
当
な
差
別
解
消
を
目
指
す
人
権

条
例
の
制
定
を
検
討
し
て
い
る
j

と
明
ら
か
に
し
て
お
り
、
人
権
擁
護
と
言
い
な
が
ら
、
日
本
田

宮
法
第
18
条
に
も
あ
る
「
表
現
の
自
由
」
を
守
る
ご
と
が
で
き
る
の
か
、
「
人
権
条
例
」
は
県
民

の
人
権
を
抑
圧
し
た
り
、
制
約
す
る
こ
と
に
な
り
か
ね
な
い
危
険
を
は
ら
ん
で
い
ま
す
。

「
愛
知
県
人
権
尊
重
の
社
会
づ
く
り
条
例

（
仮
称
）
」
に
対
す
る
申
し
入
れ
書

睾
法
が
定
め
る
旱
本
的
人
櫂
に
は
、
自
由
権
、

生
存
櫂
、
平
等
権
、
社
会
権
な
ど
、
幅
広
い
内

容
が
包
含
さ
れ
て
い
る
。
差
別
四
題
も
人
櫂
問

題
の
―
つ
で
あ
る
が
す
べ
て
で
は
な
い
。
差
別

固
題
に
は
さ
ま
ざ
ま
な
性
洛
と
解
決
方
法
の
違

い
も
存
在
す
る
。
個
々
の
差
別
問
題
で
の
璽

要
度
は
社
会
状
況
や
歴
史
過
程
な
ど
で
相
違
す

る
。
部
落
閻
類
の
よ
う
に
、
同
和
の
特
別
法
で

33
年
間
に
約
12
兆
円
の
事
業
貨
が
股
下
さ
れ
、

生
活
水
準
も
大
き
く
改
善
さ
れ
、
「
最
後
の
起

え
が
た
い
壁
」
と
さ
れ
た
紡
婚
も
旧
身
分
の
坦

根
を
乗
り
越
え
融
合
紡
婚
が
大
半
と
な
っ
て
い

る
。
こ
の
よ
う
な
状
況
か
ら
部
落
差
別
を
喧
要

課
匹
に
位
置
づ
け
る
よ
う
な
県
条
例
は
社
会
的

合
意
が
得
ら
れ
な
い
。

「
人
櫂
条
例
」
と
呼
ぶ
場
合
、
以
下
の

3
点

が
留
意
さ
れ
な
げ
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
ー
に
、
憲
法
の
基
本
的
人
権
を
踏
ま
え
、

特
定
の
差
別
問
題
を
特
別
扱
い
す
べ
き
な
い
。

少
な
く
＼
と
も
「
隅
落
差
別
を
は
じ
め
」
な
ど
と

い
う
表
閃
は
使
円
し
て
は
な
ら
な
い
。

第
2
に
、
「
人
権
」
を
冠
す
る
場
合
、
瞑
民

的
合
息
が
も
っ
と
も
重
要
で
あ
り
、
こ
の
合
意

を
得
る
た
め
の
努
力
を
図
る
べ
き
で
あ
る
。
仮

に
強
い
反
対
意
見
が
存
在
す
る
よ
う
な
場
合
、

そ
の
反
対
意
見
の
内
容
を
十
分
に
配
慮
す
べ
き

で
あ
る
。

第
3
に
、
差
別
解
消
の
方
策
を
は
か
る
場
合
、

と
か
く
表
詞
の
自
由
に
抵
触
す
る
問
轡
が
内
在

し
が
ち
で
あ
る
が
、
憲
法
上
の
「
表
親
の
自
由
」

は
櫂
利
の
中
で
も
優
位
的
位
圏
を
占
め
る
も
の

で
あ
り
、
遵
守
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

以
上
の
基
本
的
な
諸
点
ご
つ
い
て
、
見
解
を

明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。
そ
0
二
で
、
以
下
の
臭

体
的
な
点
を
要
求
す
る
。

ー
、
「
人
権
条
例
」
で
あ
る
な
ら
、
憲
法
の
理

念
を
謳
い
、
具
体
的
な
人
糀
項
口
を
条
例
文
に

挿
入
す
べ
き
で
は
な
い
。
今
日
の
人
櫂
問
題
は
、

部
落
差
別
、
ヘ
イ
ト
ス
ピ
ー
チ
、

L
G
B
T
、

ィ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
上
の
人
権
侵
害
の
入
に
限
定

で
き
る
も
の
で
な
い
。
ま
し
て
や
部
落
差
別
閻

題
を
特
別
扱
い
し
て
は
な
ら
な
い
。

2
、
「
人
櫂
条
例
」
で
「
検
討
の
必
要
な
人
櫂

施
策
の
取
組
」
と
し
て
、
①
「
同
和
間
閻
〔
部

落
差
別
）
」
‘
②
「
ヘ
イ
ト
ス
ピ
ー
チ
〔
外

□人）」、

③
「
性
的
少
数
者
」
、
④
「
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト

モ
ニ
タ
リ
ン
グ
」
、
⑤
「
相
談
窓
口
」
、
⑥
「
人

櫂
に
関
す
る
審
試
会
」
の
6
点
を
あ
げ
て
い
る
。

こ
の
6
点
の
み
で
人
櫂
閂
題
を
網
羅
す
る
こ
と

は
不
可
靡
で
あ
り
、
労
働
者
の
人
櫂
問
題
、
ジ
ェ

ン
ダ
ー
平
等
の
問
国
、
障
か
い
者
閥
題
な
ど
、

多
模
な
人
櫂
問
題
が
無
視
さ
れ
る
問
題
を
も
っ

て
い
る
。

3
、
「
人
権
条
例
」
と
い
う
場
合
、
と
か
く
「
県

の
責
努
」
と
し
て
「
教
育
及
び
芦
発
活
動
の
充

実
」
「
意
識
及
び
実
態
に
係
る
調
査
の
実
廊
」

な
ど
が
条
文
化
さ
れ
る
か
、
人
櫂
問
題
を
県
民

の
差
別
意
識
だ
げ
に
矮
小
化
さ
れ
る
が
、
行
政

に
よ
る
制
度
の
確
宣
、
条
件
整
伽
の
允
更
な
ど
、

冒
政
が
本
来
成
し
遂
げ
な
け
い
は
な
ら
な
い
課

雲
を
明
確
に
位
置
つ
け
る
べ
き
で
あ
る
。

4
、
「
人
櫂
条
例
」
の
中
に
一
人
櫂
に
関
す
る

審
議
会
」
設
置
が
想
定
さ
れ
て
い
る
が
、
人
権

閻
題
を
審
議
す
る
の
で
あ
れ
ば
、
こ
の
審
議
塁

の
選
定
に
は
公
平
・
公
正
な
委
貝
の
選
出
が
不

可
欠
で
あ
り
、
特
定
団
体
な
ど
介
入
を
訂
し
て

は
な
ら
な
い
。
＼

5
、
い
わ
ゆ
る
「
部
落
差
別
解
消
推
進
法
」
の
「
附

亨
決
議
」
で
は
、
新
た
な
差
別
を
生
む
こ
と
の

な
い
よ
う
強
く
求
め
て
い
る
が
、
こ
の
点
に
十

分
な
配
虞
を
行
う
べ
き
で
あ
る
。


